
 
 

報告２  

２０２５年４月２日 

第５０５回理事会 

 

役員退職手当に係る業績勘案率の決定について 

 

役員退職手当に係る業績評価委員会は、役員退職手当規程第３条の規定に基づき第４９

８回理事会において委員を選任の上、２０２５年３月６日に同委員会を開催し、同年３月末

に理事を退任した寺島一希氏の役員退職手当に係る業績勘案率を「１．５」と決定したこと

を報告する。 

 

以上 

 

 

【添付資料】 

別紙 役員退職手当に係る業績評価委員会 議事録 

※ 別紙は情報管理規程第４条（情報の格付の区分）の規定に基づき、外部秘に該当する

ため非公表とする。 

 

【参考】役員退職手当規程（抜粋） 

（退職手当の額） 

第３条 退職手当の額は、在職期間１月につき、常勤役員が退職した日又は解任された日

におけるその者の本給月額に１００分の１２.５の割合を乗じて得た額を基礎とし、こ

れに理事長が別に定める委員会又は理事長が指名する外部の者（以下「委員会等」とい

う。）が０．０から２．０の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額

にさらに１００分の８３．７を乗じて得た額とする。ただし、第５条第１項及び第６条

第１項後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の基本額は、

異なる役職ごとの在職期間（以下「役職別期間」という。）１月につき、退職の日にお

ける当該異なる役職ごとの本給月額に１００分の１２．５の割合を乗じて得た額を基礎

とし、これに委員会等が０．０から２．０の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率

を乗じて得た額にさらに１００分の８３．７を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。 


